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合計所得金額： 収入金額から必要経費に相当する金額（収入の種類により計算方法が異なる）を控除した金額で、扶養
控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額。

老齢福祉年金：明治44年4月1日以前に生まれた方で、厚生年金などの公的年金を受給していない方が対象の年金。
課税年金収入額：課税の対象となる年金の収入金額（遺族年金や障害年金は非課税年金）。

用
語
解
説

介護保険料は3年に一度見直しを行っています。
今後3年間のサービス需要の増加に対応できるように、平成24年度
から平成26年度までの介護保険料の見直しを行いました。
介護保険制度は、被保険者が保険料を出し合い、介護が必要なときに
認定を受け、サービスを利用する仕組みになっています。介護保険を
支える保険料の納期限内納付にご協力ください。

介護保険料が変わりました
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所得段
階区分

第1段階
（基準額
×0.5）

第2段階
（基準額
×0.5）

第3段階
（基準額
×0.65）

第4段階
（基準額
×0.75）

第5段階
（基準額
×0.90）

第6段階

（基準額）

第7段階
（基準額
×1.20）

第8段階
（基準額
×1.25）

第9段階
（基準額
×1.50）

第10段階
（基準額
×1.60）

年間保
険料額

26,832円 26,832円 34,881円 40,248円 48,297円 53,664円 64,396円 67,080円 80,496円 85,862円

あなたの介護保険料は？

生活保護を受けている 市民税を納めている

老齢福祉年金を
受給している

世帯に市民税を納めて
いる人がいる

前年の合計所得金額が
125万円以上である

前年の合計所得金額が
190万円以上である

前年の合計所得金額が
500万円以上である

（前年の合計所得金額）
＋（課税年金収入額）が
80万円以下である

（前年の合計所得金額）
＋（課税年金収入額）が
80万円以下である

（前年の合計所得金額）
＋（課税年金収入額）が
120万円以下である

長寿課  ☎66◆1176


